
目

次

告

示

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
療
機

関
の
名
称
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
が

ん

・

生
活
習
慣
病

対

策

課
）
…
一

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
主

と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を
行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
の

変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
二

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
二

公

告

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

教
育
委
員
会

○
青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
三

○
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
三

○
青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教
職
員
課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
二
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

熊
谷
眼
科
医
院

八
戸
市
小
中
野
四
丁
目
一
の
五
三

令
和六･一〇･
一

変
更
後

熊
谷
眼
科
・
形
成
外
科
医
院

青
森
県
告
示
第
二
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分
指
定
医

の
区
分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
八
百
六
十
七
号

令
和
七
年一

月
二
十
四
日

（
金
曜
日
）



変
更
前

難
病
指

定
医

松
﨑

康
司

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

皮
膚
科

令
和六･一〇･
一

変
更
後

ま
つ
ざ
き
皮

膚
科

弘
前
市
大
字
城
東

二
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
二
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
上
小
屋
野
九
二

川
村

幹
文

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
六
六
の
三

中
村

正
太
郎

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
大
間
越
字
筧
六
六
の
三

中
村

利
男

大
間
越

青
森
県
告
示
第
二
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
し
、
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

届

出

事

項

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

期

間

場

所

大
畑

む
つ
市
大
畑
町
上
野
三
九
の
四

吉
井

隆
光

む
つ
市
大
畑
町
湊
村
四

新
保

信
一

む
つ
市
大
畑
町
正
津
川
平
二
五
九

柏

智
弘

令
和
七
年
一
月

二
十
四
日
か
ら

同
年
二
月
七
日

ま
で

大
畑
町
漁
業

協
同
組
合

尻
屋

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
水
神
一
三
の
二

寺
道

芳
信

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
唐
沢
一
の
一

南
谷

直
樹

下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
字
寺
山
一
の
五
八

柾
谷

収

〃

尻
屋
漁
業
協

同
組
合

風
間
浦

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
畑
尻
ノ
下
八

の
一

木
村

正
則

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
字
古

谷
八
の
五

富
岡

正
昭

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
易
国
間
四
二

越
膳

稔
徳

〃

風
間
浦
漁
業

協
同
組
合

公

告

林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。
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令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登
録
番
号
登

録

年
月
日

生
産
事
業
者

生
産
事
業
の
内
容

事

業

所

氏
名
又

は
名
称
住

所
種

穂
苗

木
名

称
所

在

地

二九七
令
和七･
一･一六
社
会
福

祉
法
人

平
舘
福

祉
会

東
津
軽
郡

外
ヶ
浜
町

字
平
舘
根

岸
小
川
二

〇
の
一

幼
苗
の
育
成

障
害
者
支

援
施
設
か

も
め
苑

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
平
舘
根

岸
小
川

出

先

機

関

三
八
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
階
上
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

松

尾

英

輔

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字

耳
ヶ
吠
三
〇
の
六
、
三
〇
の
一

二
、
三
〇
の
五
八

四
二
・
五
五
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

令
和七･
一･一五

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
」
を
「
勤
務
時
間
、
休
憩
時
間

等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
第
三
項
中
「
第
十
六
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
か
ら
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
並
び
に
第
六
条
第

二
項
第
三
号
及
び
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
申
告
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い

日
を
い
う
。
）
及
び
勤
務
時
間
並
び
に
休
憩
時
間
は
、
所
属
長
が
別
に
定
め
る
。

第
四
条
の
二
及
び
第
五
条
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
勤
務
時
間
条

例
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
」
を
「
勤
務
時
間
、
休
憩
時
間
等
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
休
憩
時
間
」
の
下
に
「
の
割
振
り
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
週
休
日
以
外
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
る
こ
と
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
割
り
振
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
休
憩
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
六
時
間
を
超

え
る
場
合
に
お
い
て
は
四
十
五
分
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
七
時
間
四
十
五
分
を
超
え
る
場
合
に

お
い
て
は
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
勤
務
時
間
の
途
中
に
置
く
も
の
と
す
る
。

二

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
は
、

前
号
の
休
憩
時
間
の
ほ
か
、
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
勤
務
時
間
の
途
中
に
置
く
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

同
条
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
」

を
「
勤
務
時
間
条
例
」
に
、
「
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休

暇
）
」
を
「
勤
務
時
間
規
則
」
に
改
め
、
同
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

５

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
（
以
下
「
勤
務
時
間
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
四
号
に
定
め
る
時
間
帯
は
、
一
日
の
う
ち
四
時
間
を
校
長
が
定

め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
中
「
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
」
を
「
勤
務
時
間
規
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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